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全部免除全部免除 一部免除一部免除 全部確定全部確定
（納税）（納税）

一部確定一部確定
（納税）（納税）

承継者の死亡 事業再生のため
の譲渡等 事業の廃止

事業用資産の一部
を売却等した場合
（税務署に届出し
除却等を除く）

贈与者の死亡
２年以上赤字ま
たは２年以上売
上減少、心身故
障により従事不
能

売上がゼロと
なった場合

申告期限５年
後に次世代に
事業承継し本
税制適用

事業用資産
BS記載なし

青色申告者で
なくなった ――

特別障害者　
要介護５等 ―― 資産保有型事

業等となった ――

図３　免除と納税のケース一覧

相続人は甲後継者と乙の２人相続人は甲後継者と乙の２人 事例１事例１ 事例２事例２

甲後継者は診療所土地建物等のみ
相続 １億6000万円 4000万円

乙はその他の財産を相続 4000万円 １億6000万円

遺産合計 ２億円 ２億円

相続税総額 3340万円 3340万円

甲後継者相続税額 2672万円 668万円

甲後継者納税猶予額 2672万円 668万円

差引後継者甲納税額 ０ ０

乙相続人納税額 668万円 2672万円

遺産は同じ２億円でも、診療所土地建物等の割合が大きいと納税猶予額も
増える

表１　相続人２人の場合の納税猶予額

支援類型支援類型 補助率補助率 補助上限額補助上限額 上乗せ額上乗せ額
※廃業を伴う場合※廃業を伴う場合

①事業承継・引継ぎを契機とする新たな取組や廃業に係る費用の補助

経営者交代型 親族内承継等により経営資源
を引き継いだ事業者への支援 １／２ 250万円 ＋200万円

Ｍ＆Ａ型
Ｍ＆Ａ（株式譲渡、事業譲渡
等）により経営資源を引き継
いだ事業者への支援

１／２ 500万円 ＋200万円

②事業引継ぎ時の士業専門家の活用費用の補助

専門家活用型 １／２ 250万円 200万円
（売り手のみ）

図４　2021（令和３）年度事業承継・引継補助金
 出典：2021年度版中小企業施策利用ガイドブック

図１　相続の場合の流れ
①
ど
の
よ
う
な
制
度
か

　

青
色
申
告
者
で
あ
る
院
長

が
所
有
す
る
確
定
申
告
書
の

貸
借
対
照
表
に
記
載
さ
れ
た

診
療
所
土
地
（
４
０
０
㎡
ま

で
）、
診
療
所
建
物
（
８
０

０
㎡
ま
で
）、
医
療
機
器
等

に
関
す
る
相
続
税
等
に
つ
い

　

最
近
、
医
科
歯
科
に
限
ら
ず
事
業
承
継
に
関
す
る
相
談

が
増
加
し
て
い
ま
す
。
現
役
世
代
で
あ
る
60
歳
代
以
降
の

院
長
が
退
職
時
期
を
む
か
え
、
そ
の
事
業
承
継
が
課
題
と

な
っ
て
い
ま
す
。

　

２
０
１
９
（
平
成
31
）
年
度
に
新
設
さ
れ
た
「
個
人
版

事
業
承
継
税
制
」
と
、
事
業
承
継
補
助
金
に
つ
い
て
解
説

し
ま
す
。

て
納
税
を
猶
予
し
、
後
継
者

院
長
に
相
続
開
始
し
た
時
に

納
税
免
除
（
納
付
税
額
ゼ

ロ
）
す
る
制
度
で
す
。
２
０

２
８
年
末
ま
で
の
相
続
遺

贈
、
贈
与
に
つ
い
て
適
用
さ

れ
、
親
族
以
外
へ
の
承
継
に

つ
い
て
も
適
用
可
能
で
す
。

た
だ
し
、
事
業
用
土
地
に
つ

い
て
評
価
額
を
減
額
す
る

「
小
規
模
宅
地
の
評
価
減
」

の
特
例
と
は
併
用
す
る
こ
と

は
で
き
ま
せ
ん
（
図
１
）。

② 

診
療
所
土
地
建
物
割
合
が

多
い
相
続
に
活
用

　

先
代
院
長
の
全
相
続
財
産

に
占
め
る
診
療
所
土
地
建
物

等
の
割
合
が
大
き
い
ほ
ど
、

納
税
猶
予
額
が
多
く
な
り
ま

す
。
逆
に
、
診
療
所
土
地
建

物
等
の
割
合
が
少
な
い
と
こ

の
制
度
を
活
用
す
る
メ
リ
ッ

ト
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、

預
貯
金
等
に
は
適
用
さ
れ
ま

せ
ん
（
表
１
）。

③ 

先
代
院
長
か
ら
贈
与
を
受

け
て
承
継
す
る
方
法

　

相
続
時
に
お
い
て
、「
個

人
版
事
業
承
継
税
制
」
を
選

択
す
る
こ
と
も
可
能
で
す

が
、
相
続
「
前0

」
に0

先
代
か

ら
後
継
者
院
長
に
診
療
所
土

地
建
物
等
を
贈
与
し
、
生
前

承
継
を
す
る
こ
と
も
可
能
で

す
。
そ
の
場
合
の
贈
与
税
は

納
税
猶
予
さ
れ
、
先
代
院
長

に
相
続
が
開
始
し
た
時
点
で

贈
与
税
が
免
除
さ
れ
ま
す

（
図
２
）。

④ 

２
０
２
４
（
令
和
６
）
年

３
月
31
日
ま
で
に
必
ず

「
確
認
申
請
」
を

　

こ
の
制
度
は
、
２
０
２
４

（
令
和
６
）
年
３
月
31
日
ま

で
に
、
認
定
経
営
革
新
等
支

援
機
関
（
税
理
士
な
ど
）
の

指
導
助
言
を
受
け
、
都
道
府

県
に
後
継
者
院
長
の
氏
名
等

を
記
載
し
た
「
認
定
申
請

書
」
の
提
出
が
必
須
条
件
と

な
っ
て
い
ま
す
。
も
し
、
こ

の
制
度
を
結
果
的
に
利
用
し

な
か
っ
た
と
し
て
も
、
罰
則

や
デ
メ
リ
ッ
ト
は
あ
り
ま
せ

ん
の
で
、
こ
の
制
度
を
利
用

す
る
可
能
性
が
あ
る
場
合
に

は
、
ま
ず
「
認
定
申
請
書
」

を
提
出
す
る
こ
と
が
必
要
で

す
。

⑤ 

納
税
が
免
除
さ
れ
る
場
合

と
納
税
と
な
る
場
合

　

後
継
者
院
長
の
死
亡
、
障

害
者
等
に
な
っ
た
場
合
等
に

は
猶
予
さ
れ
た
相
続
税
全
部

が
免
除
さ
れ
ま
す
。

　

逆
に
、
廃
業
や
事
業
所
得

の
総
収
入
金
額
が
ゼ
ロ
と
な

っ
た
場
合
（
休
業
）
な
ど
の

場
合
に
は
、
猶
予
さ
れ
た
税

額
に
納
税
と
利
子
税
（
利

息
）
を
納
税
す
る
必
要
が
あ

り
ま
す
（
図
３
）。

⑥
何
が
問
題
か

　

「
個
人
版
事
業
承
継
税

制
」
は
、
後
継
者
院
長
が
途

中
で
廃
業
休
業
し
た
場
合
に

は
、
利
子
税
と
と
も
に
納
税

が
復
活
す
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。
し
か
も
、
特
別
障
害
者

や
要
介
護
５
に
な
ら
な
け
れ

ば
全
部
免
除
さ
れ
な
い
な
ど

の
問
題
が
あ
り
ま
す
。
一
定

の
後
継
者
が
複
数
い
る
中
規

模
以
上
の
診
療
所
な
ど
で
は

活
用
が
見
込
ま
れ
ま
す
が
、

圧
倒
的
多
数
の
個
人
診
療
所

で
は
現
実
的
に
は
活
用
が
で

き
ま
せ
ん
。
さ
ら
に
、
猶
予

税
額
相
当
の
担
保
が
必
要

で
、
３
年
後
ご
と
に
税
務
署

に
継
続
届
出
書
を
提
出
す
る

必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

承
継
か
ら
20
年
程
度
で
免

除
す
る
、
承
継
か
ら
徐
々
に

免
除
額
が
増
加
す
る
な
ど
の

制
度
改
定
が
必
要
で
す
。
ま

た
、
医
療
法
人
に
は
法
人
版

事
業
承
継
税
制
は
適
用
さ
れ

ま
せ
ん
が
、
こ
の
点
も
是
非

見
直
し
が
必
要
で
す
。

①
ど
の
よ
う
な
制
度
か

　

先
代
院
長
か
ら
後
継
者
院

長
に
事
業
承
継
す
る
場
合
に

お
い
て
、
事
業
承
継
に
要
す

る
事
業
費
（
診
療
用
機
器
の

設
備
費
な
ど
）
と
廃
業
に
要

す
る
廃
業
費
（
解
体
費
や
現

状
回
復
費
な
ど
）
に
つ
い

て
、
そ
の
２
分
の
１
も
し
く

は
３
分
の
２
を
国
が
補
助
金

と
し
て
交
付
す
る
制
度
で

す
。
事
業
承
継
を
転
機
と
し

税
理
士

西
村　

博
史

経税部経税部
だよりだより

歯
科
診
療
所
の
事
業
承
継
を
考
え
る

診
療
所
土
地
建
物
等
の
納
税
を

診
療
所
土
地
建
物
等
の
納
税
を

猶
予
す
る「
個
人
版
事
業
承
継
税
制
」

猶
予
す
る「
個
人
版
事
業
承
継
税
制
」

事
業
承
継
・
引
継
補
助
金
の

事
業
承
継
・
引
継
補
助
金
の

活
用
と
課
題

活
用
と
課
題

て
、
新
し
い
経
営
革
新
に
取

り
組
む
場
合
に
活
用
可
能
な

補
助
金
で
す
。
現
在
で
は
、

ま
だ
新
年
度
の
公
募
が
開
始

さ
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、
追
っ

て
公
募
さ
れ
る
予
定
で
す
。

「
個
人
版
事
業
承
継
税
制
」

利
用
の
有
無
と
は
関
係
な
く

利
用
で
き
る
補
助
金
で
す

（
図
４
）。

② 

採
択
さ
れ
る
た
め
に
注
意

す
べ
き
こ
と
は

　

事
業
承
継
は
国
の
重
要
施

策
と
な
っ
て
い
る
こ
と
も
あ

り
、
他
の
補
助
金
に
比
較
し

て
採
択
率
が
高
い
と
さ
れ
て

い
ま
す
。
重
要
な
点
は
、
補

助
金
が
採
択
さ
れ
る
ま
で

に
、
対
象
と
な
る
器
材
等
を

発
注
し
、
購
入
し
て
は
な
ら

な
い
と
い
う
点
で
す
。
ま

た
、
原
則
と
し
て
補
助
金
で

購
入
し
た
器
材
等
を
無
断
で

売
却
し
、
あ
る
い
は
他
の
目

的
に
転
用
し
て
は
な
ら
な
い

と
い
う
ル
ー
ル
も
重
要
で

す
。

③ 

申
請
か
ら
採
択
、
事
業
終

了
ま
で
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

　

図
５
は
、
標
準
的
な
事
業

承
継
補
助
金
の
申
請
か
ら
採

択
、
事
業
終
了
に
よ
る
報
告

ま
で
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
で

す
。
補
助
金
対
象
と
な
る
資

産
購
入
等
は
、
と
り
あ
え
ず

自
弁
で
支
出
し
、
そ
の
領
収

書
等
を
添
付
し
て
補
助
金
申

請
し
ま
す
。
補
助
金
決
定
通

知
が
あ
れ
ば
、
金
融
機
関
が

融
資
に
応
ず
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。

④
何
が
問
題
か

　

補
助
金
全
般
に
言
え
る
こ

と
で
す
が
、
通
常
公
募
か
ら

公
募
締
め
切
り
ま
で
の
期
間

が
１
月
か
ら
２
月
程
度
と
比

較
的
短
く
、
予
期
し
な
い
承

継
を
せ
ざ
る
を
得
な
い
場
合

な
ど
に
は
対
応
で
き
ま
せ

ん
。
ま
た
、
補
助
金
申
請
書

の
記
載
に
は
一
定
の
難
度
が

あ
り
、
採
択
の
結
果
に
影
響

し
ま
す
。
少
額
申
請
の
場
合

に
は
よ
り
簡
易
な
申
請
書
と

す
る
な
ど
、
よ
り
容
易
な
補

助
金
申
請
方
法
が
要
望
さ
れ

ま
す
。 

（
終
わ
り
）

１次相続開始 ２次相続開始

相続税納税猶予 相続税免除

院長（先代） 院長（後継者） 事業承継

図２　贈与の場合の流れ

全部の事業用財産を贈与 先代院長相続開始

贈与税猶予 贈与税免除

院長（先代） 院長（後継者） 事業承継

図５　補助金申請から受領までの流れ

国補助金申請窓口国補助金申請窓口 補助金申請者補助金申請者

①公募開始 ②補助金申請

③審査 ――

④採択　決定通知 ⑤決定通知受領

―― ⑥補助金事業開始（購入）

―― ⑦事業終了と報告

⑧補助金交付決定 ⑨補助金受領


